
 

 

仕事で会社を休めない保護者等のために、 

病気の回復期にあるお子さんをお預かりします！！ 
 

対象児童 ・深谷市内在住で、病気の回復期にあり病後児保育の利用が可能 

と医師が判断した、生後６ヶ月から小学校６年生までの児童。 

     ・保護者に就労、事故、出産、冠婚葬祭等やむを得ない理由がある

場合に限ります。 

☆回復期とは… 

医療機関による入院・治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があるため、 

保育所・家庭保育室・幼稚園・学校等の集団生活が困難な状態のこと 

 

利 用 日 月曜日～金曜日（祝日、１２月２９日～１月３日を除く） 

利用時間 午前８時～午後６時 

利用期間 連続７日間まで（延長可） 

定 員 ４人まで（予約順） 

料 金 利用料金：１日につき２，０００円 

生活保護受給世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後

の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯は無料です。利用時に受

給証または本人確認証を提示してください。 

      飲食費(給食・おやつ代)：１日につき４００円 

緊急時の医療費は別途負担となります。 

🌷 ご利用の流れ 🌷 
① 利用登録 事前に「登録申請書」を実施施設又は深谷市役所保育課に提出   

してください。（保育課のみ郵送申請可。）※登録は無料です。 

② 空き確認 実施施設に電話し、利用予定日の空き状況を確認して下さい。 

③ 受 診 病気等の急性期を過ぎたら、かかりつけの医療機関を受診し、 

医師に「診療情報提供書」を記入してもらい（費用は自己負担）、 

病後児保育の利用が可能であることを確認してください。 

④ 予 約 利用日の前日午後６時までに、実施施設に直接電話予約を 
     してください。 

     ただし、利用日の前日が土日祝日の場合は、利用日当日の 

     7時30分から8時までに電話予約が可能です。 
⑤ 利 用 「登録承諾通知書(または登録者カード)」を提示し、「利用申込書」 

と「診療情報提供書」を実施施設に提出するとともに、料金を 

支払ってください。 

🌷 利用する日の持ち物 🌷 
◎ 全ての児童：【初日のみ】健康保険証(写し)、家庭からの病状連絡票 

  【利用日毎】：家庭との連絡票、パジャマ、着替え 

     (服・下着2～3着)、タオル（おしぼり用・汗ふき用）、 

    バスタオル、着替えを入れる袋（ビニール袋2,3枚） 
 

◎ 必要な児童：医師が処方した薬（説明書）、与薬依頼票、除去食申請書、 
ミルク(1日の必要量)、哺乳瓶、食事用エプロン、 

おむつ(1日分)、おしりふき、お子さんのお気に入りの本や 

おもちゃ、おしゃぶり等  

※持ち物には必ず記名をしてください。 

 

家庭からの病状連絡票・家庭との連絡票・与薬依頼票・除去食申請書に関しては 

実施施設での必要な書類となり、利用日毎に必要事項等を記入して頂く場合が 

あります。(これらの書類は実施施設に用意があります。) 

 

☆利用できる病気、その他、注意事項は裏面をご覧ください 

病後児保育ステーションのぞみ 

★実施施設・予約先（お問い合わせ先） 
 深谷市緑ヶ丘 16-35 

病後児保育ステーションのぞみ 

☎ 048-574-4340 
📠 048-574-4444 
 

★市担当課（登録申請書の郵送先） 

深谷市役所保育課 

 ☎０４８－５７４－８６４８（直通） 



 
🌷 利用できる病気 🌷 

 

感冒、消化不良等、乳幼児が日常かかる疾患や、水痘(水ぼうそう)、流行性耳

下腺炎(おたふくかぜ)、麻疹、風疹等の感染性疾患、喘息等の慢性疾患、骨折、

熱傷等の外傷性疾患などです。※詳細は実施施設にご相談ください。 

 

※ただし感染力が強いと思われる疾患などで、医師により受け入れが困難と判

断されたものは除きます。 

又、利用日の体温が38.0℃以上の場合は、受け入れができない可能性もござい

ますので、予めご了承ください。 

 
 

🌷 その他・注意事項 🌷 
 
① 当日のキャンセルは、午前７時３０分～８時までに電話で実施施設に連絡

してください。 
 

② 利用時間が変更になる場合は、速やかに実施施設にご連絡ください。 
 

③ お迎えは、必ず午後６時までにお願いします。（時間厳守） 
 

④ 利用の途中であっても、児童の体調によってはお迎えをお願いする場合が
ありますので、緊急連絡先については、常に連絡がとれるようにお願いし
ます。 
 

⑤ 診療情報提供書の提出があったとしても、当日の病状によっては利用をお
断りする場合があります。 
 

⑥ 利用時に児童の容態が悪化した時には、医療機関で医療行為を行う場合が
あります。（医療費等は保護者負担になります。） 

 
⑦ ご提出いただいた書類は返却できませんのでご了承ください。 

 
⑧ 実施施設の指示に従わない場合は、利用を取り消すことがあります。 
 
★利用に必要な書類は、病後児保育ステーションのぞみ、
深谷市役所保育課に用意してあります。 

 


